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 ⑶ 別表七の二における中小法人等の判定 

   連結親法人が中小法人等に該当する場合、連結欠損金額の控除限度額は控除前連結所得金額となり

ます（法81の９⑧）。連結親法人が中小法人等に該当するかどうかは、次により判定することができま

す。 
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受託法人以外の法人か
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次の法人に該当するか

① 大法人（次のイ～ハの法人をいいます。）との間に当

該大法人による完全支配関係がある普通法人

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人

ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。）

ハ 受託法人

② 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が

有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちい

ずれか一の法人が有するものとみなした場合において当

該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれ

か一の法人による完全支配関係があることとなるときの

当該普通法人（①の法人を除きます。）

当期末における資本金の額又は

出資金の額が１億円以下か

相互会社に該当しないか

ＹＥＳ

資本又は出資を有しない法人か

ＮＯ

協同組合等

 
   (注) 適用除外事業者の判定は必要ありません。 


